
○ 分権時代における議会運営のあり方の調査研究報告書 

( 平成 14年 3 月 都市問題調査研究会 ) 
   白老町議会の法体系（条例・規則）の変更イメージ [参考] 

○ 神奈川県横須賀市条例・規則体系( 平成 14年 9 月制定) 

       

 (新)会議条例  会 議 規 則    

   

  

    

   委員会条例  (新)委員会規則  

       

 

○現在、単独で制定している条例 
 ① 議員定数条例 
 ② 定例会の回数を定める条例 
 ③ 長の専決処分の委任事項 

合 体 

○議会改革による新たな規定の追加 
 ① 法 96 条 2 の議決事項 
 ② 調査機関の設置(専門的知見の活用) 
 ③ 政策研究会の設置 

追 加 

移 動 

○本会議の運営の基本的事項 
 ① 会期、会議時間、休会 
 ② 請願 

既存規定 

○本会議の運営に関す
る規定のみの条項 

移 動 

○規定の修正 
 ① 一事不再議の修正 
 ② 一問一答方式の採用 
 ③ 質問席の規定 

○議会改革による新たな規定の追加 
 ① 自由討議 
 ② 質問に対する反問 

○委員会の運営の基本的事項 
 ① 連合審査会 
 ② 分科会又は小委員会 

○委員会の運営に
関する基本的事項 

既存規定 

○議会改革等による新たな規定の追加 
 ① 資格審査・懲罰特別委員会の設置 
 ② 自由討議の原則 
 ③ 移動委員会の開催 

追 加 

移 動 

移 動 
○委員会の運営に関する項目 
 ① 正副委員長がいないときの互選、委員長の職務代理、辞任 
 ② 傍聴の取り扱い、③ 公聴会及び参考人の取り扱い規定 
 ④ 秩序に関する措置 

○委員会の運営に関する項目 
 ① 議長への通知、② 所管事務調査、委員の派遣 
 ③ 閉会中の継続調査、少数意見の留保、委員会報告 
  ④ 委員の発言、委員外議員の発言 

○新たな運営に関する規定の追加 
 ① 参集、欠席･遅刻･早退の届出
 ② 審査及び調査の諸規定 
 ③ 発言の諸規定、 
④ 表決の諸規定 

 ⑥ 会議録の規定 

追 加 

修 正 

追 加 


